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食品衛生に係る営業の基準に関する条例をここに公布する。 

愛知県食品衛生条例 

（趣旨） 

第一条 この条例は、食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第五十四条

及び食品衛生法施行令（昭和二十八年政令第二百二十九号）第八条第一項の規定

に基づく基準並びに生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設に係る届出に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準） 

第二条 食品衛生法施行令第八条第一項の規定による食品衛生検査施設の設備の

基準は、食品衛生法施行規則（昭和二十三年厚生省令第二十三号）第三十六条第

一項各号に定めるとおりとする。 

２ 食品衛生法施行令第八条第一項の規定による食品衛生検査施設の職員の配置

の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。 

（営業施設の基準） 

第三条 食品衛生法第五十四条の規定による営業の施設についての基準は、食品

衛生法施行規則第六十六条の七に定めるとおりとする。ただし、飲食店営業を組立

式の店舗その他の簡易な施設により行う場合、魚介類販売業を自動車により行う場

合その他特別の理由がある場合であって、知事が公衆衛生上支障がないと認めると

きは、その一部を緩和し、又は適用しないことができる。 

（生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設に係る届出） 
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第四条 生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く。）であって、生食用として販売（食品衛

生法第五条に規定する販売をいう。以下同じ。）の用に供するものに限る。以下同

じ。）を加工し、又は調理して供与する業務を営もうとする者は、生食用食肉の加工又

は調理を行う営業施設ごとに、規則で定めるところにより、知事に届け出なければな

らない。 

（適用除外） 

第五条 前条の規定は、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の

規定に基づく政令で定める市の区域については、適用しない。 

（規則への委任） 

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成十二年十二月二十二日条例第六十六号） 

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。 

附 則（平成十五年十二月十九日条例第八十号） 

この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第五十五号）

附則第一条第三号に定める日（平成十六年二月二十七日）から施行する。 

附 則（平成十六年七月二日条例第四十八号） 

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。 

附 則（平成十七年十二月二十日条例第百二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十年十月十四日条例第四十六号） 

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の六の４の

改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十三年十二月二十日条例第六十二号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正後の愛知県食品衛生条例（以下「新条例」という。）

第四条第一項に規定する業務を営んでいる者は、この条例の施行の日から三十日

以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。 

３ 新条例第四条第二項の規定は、前項の規定について準用する。 

４ 附則第二項の規定による届出をした者は、新条例第四条第一項の規定による届

出をした者とみなす。 

附 則（平成二十四年十二月二十一日条例第七十八号） 

javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/aichi-ken/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=-957742577&UKEY=1610621020&REFID=32210040023300000000&JYO=5%200%200&BUNRUI=H&HANSUU=3&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/aichi-ken/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=-957742577&UKEY=1610621020&REFID=32210040023300000000&JYO=5%200%200&BUNRUI=H&HANSUU=3&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/aichi-ken/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=-957742577&UKEY=1610621008&REFID=32210040010100000000&JYO=5%200%200&KOU=1%200&BUNRUI=H&HANSUU=3&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/aichi-ken/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=-957742577&UKEY=1610621006&REFID=32810050022900000000&HANSUU=3&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')


この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十七年三月二十四日条例第二十七号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第五条第二項を削る改正規定及び第六条を第八条とし、第五条の次に二条を加

える改正規定並びに次項から附則第四項までの規定 平成二十七年七月一日 

二 別表第一の四の３の改正規定 食品表示法（平成二十五年法律第七十号）の施

行の日（この条例の公布の日が同法の施行の日以後となる場合には、公布の日） 

（経過措置） 

２ 前項第一号に掲げる規定の施行の際現に改正後の愛知県食品衛生条例（以下

「新条例」という。）第六条各号に掲げる営業を営んでいる者は、平成二十七年七月

一日から六十日以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならな

い。 

３ 新条例第七条の規定は、前項の規定について準用する。 

４ 附則第二項の規定による届出をした者は、新条例第六条の規定による届出をし

た者とみなす。 

附 則（令和二年三月二十七日条例第十九号） 

１ この条例は、令和二年六月一日から施行する。 

２ 改正前の愛知県食品衛生条例別表第一の規定は、食品衛生法等の一部を改正

する法律（平成三十年法律第四十六号）附則第五条に規定する期間は、同条に規定

する基準として、なおその効力を有する。 

別表第一 削除 

附 則（令和二年十二月十八日条例第六十一号） 

 この条例は、令和三年六月一日から施行する。 

 


